
  

編 集 発 行 人
税 理 士

山 本 孝 久
〒152-0003
東京都目黒区碑文谷5-12-1

TS碑文谷ビル2F
TEL  03（3791）8863
FAX  03（3791）8292

プロジェクト1_0  12/07/24  9:30  ペー  

5 2013（平成25年）

　手形に代わる新たな決済手段である電子記録債権を取り扱う
「でんさいネット」が、銀行をはじめ約500の金融機関が参加し、
この2月18日からサービスを開始しています。電子記録債権は、
従来の手形で問題とされていた発行コストや紛失リスクを解決す
るとともに、手形とは異なりいくらでも分割できるのが特徴です。

「でんさいネット」サービス

5月の税務と労務5月 （皐月）MAY
3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日
6日・振替休日
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国　税／ 4月分源泉所得税の納付
 5月10日

国　税／ 3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／ 9月決算法人の中間申告
 5月31日

国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消
費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合） 5月31日

国　税／ 確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付
 5月31日

国　税／ 特別農業所得者の承認申請
 5月15日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付
 都道府県の条例で定める日

ふじ



５月号─2

　

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
、
有
期

労
働
契
約
（
一
年
、
六
カ
月
契
約
な

ど
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の

こ
と
で
、
パ
ー
ト
、
派
遣
社
員
、
契

約
社
員
、
嘱
託
な
ど
呼
称
は
問
わ
れ

な
い
）
で
働
く
人
に
つ
い
て
、
三
つ

の
新
ル
ー
ル
を
規
定
し
た
改
正
労
働

契
約
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
平
成
二

十
四
年
八
月
十
日
か
ら
は
、「
雇
止
め

法
理
の
法
定
化
」（
最
高
裁
判
例
で

確
立
し
た
「
雇
止
め
法
理
」
を
、
そ

の
ま
ま
の
内
容
で
法
律
に
規
定
し
、

一
定
の
場
合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る

雇
止
め
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
ル
ー
ル
）
が
す
で
に
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

平
成
二
十
五
年
四
月
か
ら
実
施
さ

れ
た
改
正
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

１　

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

　

有
期
労
働
契
約
が
反
復
更
新
さ
れ

て
通
算
五
年
を
超
え
た
と
き
は
、
労

働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働
契

約
）
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル

２　

不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

　

有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契
約
労　

働
者
と
の
間
で
、
有
期
契
約
に
よ
る　

不
合
理
な
労
働
条
件
の
相
違
を
設
け　

る
こ
と
を
禁
止
す
る
ル
ー
ル

　

ち
な
み
に
、
労
働
契
約
法
は
民
事

的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
、
強

行
法
規
で
あ
る
労
働
基
準
法
と
異
な

り
、
行
政
指
導
・
勧
告
、
罰
則
、
企

業
名
公
表
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

も
、
特
に
労
働
契
約
締
結
時
に
お
け

る
次
の
労
働
条
件
の
明
示
に
は
留
意

す
べ
き
で
し
ょ
う
。

⑴　

契
約
期
間
の
明
示

・
期
間
の
定
め
な
し

・
期
間
の
定
め
あ
り
（
具
体
的
な

期
間
を
明
示
）

⑵　

更
新
の
有
無
の
明
示

・
自
動
的
に
更
新
す
る

・
更
新
す
る
場
合
が
あ
る

・
契
約
の
更
新
は
し
な
い

⑶　

前
記「
更
新
す
る
場
合
が
あ
る
」

と
き
の
判
断
基
準
の
明
示
（
具
体

的
に
明
示
す
る
こ
と
）

・
契
約
期
間
満
了
時
の
業
務
量

・
労
働
者
の
勤
務
成
績
・
態
度
（
出

勤
率
が
九
〇
％
以
上
等
）

・
労
働
者
の
能
力

・
直
近
の
健
康
診
断
の
結
果
、
業

務
遂
行
に
問
題
が
な
い
こ
と

・
会
社
の
経
営
状
況

・
社
会
の
経
済
状
況

・
従
事
し
て
い
る
業
務
の
進
捗
状

況
・
そ
の
他

　

労
働
条
件
を
書
面
に
よ
り
明
示
す

る
場
合
は
、
会
社
が
一
方
的
に
通
知

す
る
「
労
働
条
件
通
知
書
」
で
は
な

く
、「
労
働
契
約
書
」
を
作
成
し
て
、

双
方
で
契
約
内
容
を
確
認
後
署
名
押

印
し
、
両
者
で
保
管
す
る
の
も
ト
ラ

ブ
ル
回
避
の
一
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
労
働
契
約
法
に
は
、
定
年

に
関
す
る
定
め
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

そ
れ
も
明
示
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
新
ル
ー
ル
の
概
要

　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
実

施
さ
れ
た
新
ル
ー
ル
を
も
う
少
し
詳

し
く
触
れ
る
と
、次
の
と
お
り
で
す
。

１　

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

　

通
算
契
約
期
間
は
同
一
の
使
用
者

ご
と
に
計
算
さ
れ
、
そ
の
使
用
者
と

の
間
で
、
有
期
労
働
契
約
が
通
算
五

年
を
超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

は
、労
働
者
が
申
し
込
む
だ
け
で（
使

用
者
の
同
意
等
は
不
要
）、
無
期
労

働
契
約
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

　

た
だ
し
、
通
算
契
約
期
間
の
カ
ウ

ン
ト
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
有
期
労
働
契
約
か

ら
で
す
の
で
、
同
年
三
月
三
十
一
日

以
前
に
開
始
し
た
有
期
労
働
契
約
は

通
算
契
約
期
間
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
無
期
労
働
契
約
へ
の

転
換
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
早
く
て

も
五
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

留
意
事
項

　

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
に
際
し

て
は
、次
の
点
に
留
意
が
必
要
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
①
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
無
期
転
換
の
申
込
み

　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に

か
か
る
有
期
労
働
契
約
の
通
算
契
約

期
間
が
五
年
を
超
え
る
有
期
契
約
労

働
者
が
、
そ
の
契
約
期
間
の
初
日
か

ら
末
日
ま
で
の
間
に
、
無
期
転
換
の

申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
使
用
者
が

申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
、
有
期
労
働
契
約
終
了
日
の
翌
日

か
ら
無
期
契
約
が
成
立
し
ま
す
。

　

な
お
、
そ
の
間
に
申
込
み
を
し
な

改
正
労
働
契
約
法

－

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　
　
　実
施
さ
れ
た
も
の

－
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か
っ
た
と
き
は
、
契
約
が
再
び
更
新

さ
れ
れ
ば
新
た
に
申
込
権
が
発
生
し
、

更
新
後
の
満
了
日
ま
で
可
能
と
な
り

ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
②
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
同
一
の
使
用
者

　

契
約
期
間
の
途
中
や
契
約
期
間
満

了
の
際
に
事
業
所
が
変
わ
っ
た
場
合

で
も
、
同
じ
事
業
主
の
事
業
所
間
の

異
動
で
あ
れ
ば
、
契
約
期
間
は
通
算

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
就
業
実
態
が
変

わ
ら
な
い
の
に
、
無
期
転
換
の
申
込

み
が
発
生
し
な
い
よ
う
一
時
的
に
請

負
や
派
遣
等
に
雇
用
形
態
を
変
更

（
偽
装
）
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

労
働
契
約
は
同
一
の
使
用
者
と
継
続

し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
③
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
労
働
条
件

　

労
働
条
件
（
賃
金
、
労
働
時
間
、

職
務
、
勤
務
地
、
服
務
規
律
、
教
育

訓
練
、
福
利
厚
生
等
一
切
の
待
遇
を

含
む
）
は
、
別
段
の
定
め
（
労
働
協

約
、
就
業
規
則
、
個
々
の
労
働
契
約

（
無
期
転
換
に
当
た
り
労
働
条
件
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
労
働
者

と
使
用
者
と
の
個
別
の
合
意
））
が

な
い
限
り
、
直
前
の
有
期
労
働
契
約

と
同
一
と
な
り
ま
す
が
、
別
段
の
定

め
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
変
更
は
可

能
で
す
。

　

た
だ
し
、
無
期
転
換
に
際
し
、
職

務
の
内
容
等
が
変
更
さ
れ
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
無
期
転
換
後
の
労
働

条
件
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
は
望
ま
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。

ポ
イ
ン
ト
④
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
契
約
の
解
約

　

転
換
時
点
で
使
用
者
が
雇
用
を
終

了
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
無
期

労
働
契
約
を
解
約
（
解
雇
）
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、「
客
観
的
に
合

理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上

相
当
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
」に
は
、

権
利
の
濫
用
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
無
効
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
契
約
終
了
日
よ
り
前

に
契
約
期
間
を
終
了
さ
せ
よ
う
と
す

る
場
合
は
、
契
約
期
間
中
の
解
雇
と

な
り
、
要
件
は
さ
ら
に
厳
し
く
な
り

ま
す
。

　

こ
の
他
、
無
期
転
換
を
申
し
込
ま

な
い
こ
と
を
契
約
更
新
の
条
件
と
す

る
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
労
働
者
に
無

期
転
換
申
込
権
を
放
棄
さ
せ
る
よ
う

な
こ
と
を
し
て
も
、
そ
れ
は
無
効
と

解
さ
れ
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
⑤
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
ク
ー
リ
ン
グ

　

通
算
対
象
の
契
約
期
間
が
一
年
以

上
あ
る
場
合
、
有
期
労
働
契
約
と
そ

の
次
の
有
期
労
働
契
約
の
間
に
、
契

約
が
な
い
期
間
が
六
カ
月
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
の
空
白
期
間
よ
り
前
の

有
期
労
働
契
約
は
通
算
契
約
期
間
に

含
め
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
ク
ー
リ
ン

グ
」
と
い
い
ま
す
。
契
約
が
な
い
期

間
が
六
カ
月
未
満
の
場
合
は
前
後
の

労
働
契
約
期
間
は
通
算
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
契
約
期
間
が
一
年
未
満
の

場
合
は
、
次
表
の
期
間
、
契
約
が
な

け
れ
ば
通
算
は
ク
ー
リ
ン
グ
さ
れ
ま

す
。

２ 

不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

　

同
一
の
使
用
者
と
労
働
契
約
を
締

結
し
て
い
る
有
期
契
約
労
働
者
と
無

期
契
約
労
働
者
と
の
間
で
、
有
期
契

約
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
合
理
に

労
働
条
件
を
相
違
さ
せ
る
こ
と
を
禁

止
す
る
ル
ー
ル
で
す
。

　

適
用
対
象
と
な
る
の
は
、
賃
金
や

労
働
時
間
等
の
狭
義
の
労
働
条
件
だ

け
で
な
く
、
労
働
契
約
の
内
容
と
な

っ
て
い
る
災
害
補
償
、
服
務
規
律
、

教
育
訓
練
、
付
随
義
務
、
福
利
厚
生

等
労
働
者
に
対
す
る
一
切
の
待
遇
が

含
ま
れ
ま
す
。

　

労
働
条
件
の
相
違
が
不
合
理
と
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、 

①　

職
務
の
内
容
（
業
務
の
内
容
及

び
そ
の
業
務
に
伴
う
責
任
の
程

度
）

②　

職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更

の
範
囲

③　

そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
個
々
の
労
働
条
件
ご

と
に
判
断
さ
れ
ま
す
。

　

特
に
、通
勤
手
当
、食
堂
の
利
用
、

安
全
管
理
な
ど
に
つ
い
て
労
働
条
件

を
相
違
さ
せ
る
こ
と
は
、
特
段
の
理

由
が
な
い
限
り
、
合
理
的
と
は
認
め

ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
ま
す
。

有期労働契約期間 契約がない期間

２カ月以下のとき １カ月以上

２カ月超４カ月以下 ２カ月以上

４カ月超６カ月以下 ３カ月以上

６カ月超８カ月以下 ４カ月以上

８カ月超10カ月以下 ５カ月以上

10カ月超 ６カ月以上
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　障害厚生年金・障害基礎年金の受給権
発生後に、生計を維持する配偶者や子を有
するようになった場合には、加給年金、子
の加算は行われるのですか。

　障害厚生年金または障害基礎年金（障
害等級一級または二級に限る）に加算され
る加給年金、子の加算は、受給権発生時に
おいて生計維持関係にある一定年齢の配偶
者または子があること等が要件でしたが、
平成23年4月1日以降は、受給権発生後
に、婚姻、養子縁組等により、配偶者や子
を有するようになったときにも、生計維持
の認定が行われることとなりました。
　ちなみに、加給年金は65歳未満の配偶
者があるときに障害厚生年金に加算、子の
加算は18歳到達以後最初の年度末まで
（障害のある子は20歳未満）の子があると
きに障害基礎年金に加算されます。

　実際に年金額が改定されるのは、配偶者
または子を有するようになった月の翌月か
らとなります。
　手続きは、配偶者を有するようになった
ときはその日から10日、子の場合は14日
以内に、氏名、生年月日等を記載した届出
書に、生計維持関係を証明できる書類を添
付して日本年金機構に行います。
　また、児童扶養手当（父母の離婚等によ
り父または母の一方からしか養育を受けら
れない一人親家庭などの児童のために、地
方自治体から支給される手当）の支給額が、
子の加算額を上回る場合には、子は児童扶
養手当が支給される母または父によって生
計を維持されていて、その子と障害基礎年
金の受給権者である父または母との間には
生計維持関係はないものと取り扱って差し
支えないこととされ、いずれか一方を“選択”
することができるようになっています。
　ちなみに、障害厚生年金、障害基礎年金、
子の加算額、加給年金額、児童扶養手当は、
本年9月までは前年度と同額です。

　在職時に、退職金相当額等の全部または
一部を、毎月の給与やボーナス等に上乗せ
するなど前払いする場合（いわゆる前払い
退職金）の取扱いについては、「労働の対
価としての性格が明確で、被保険者（労働者）
の通常の生計にあてられる経常的な収入と
しての意義を有する」ことから、その支給
額は報酬（賃金）またはボーナス等に該当す
るものとみなされ、労働・社会保険料、所
得税、住民税などの計算の基礎となります。
　したがって、報酬（賃金）等にかかる保
険料は、退職金相当額等を加算して、通常
どおり徴収・納付することとなります。
　ただし、退職を事由として支払われるも
のであっても、退職時に支払われるものま
たは事業主の都合等により、退職前に一時
金として支払われるものは、報酬またはボ
ーナス等には該当しないものとして取り扱
われます。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
は
、

原
則
と
し
て
毎
年
度
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
免
除
等
は
、申
請
日
に
関
係
な
く
、

七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で（
申
請
日

が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
は
、

前
年
七
月
か
ら
六
月
ま
で
）の
期
間

を
対
象
に
審
査
さ
れ
ま
す
の
で
、
す

で
に
免
除
等
を
受
け
て
い
る
者
が
引

き
続
き
免
除
申
請
を
希
望
す
る
場
合

は
、で
き
る
だ
け
七
月
に
行
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
全
額
免
除
ま
た

は
若
年
者
納
付
猶
予（
一
部
納
付
を

除
く
）を
承
認
さ
れ
た
者
が
、
申
請

時
に
翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
免
除

等
を
希
望
す
る
旨
を
表
示
し
た
場
合

は
、改
め
て
申
請
を
行
わ
な
く
て
も
、

継
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
ま
す
。

　
提
出
先
は
、
住
民
登
録
を
し
て
い

る
市
区
町
村
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

等
で
す
（
郵
送
可
）。

Ｑ

A

障害給付と児童扶養手当

退職金の前払い制度
保
険
料
の
免
除
申
請


